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(57)【要約】
【課題】タービンの熱膨張による応力がクラッチ装置に
及ばないようにして撓み継手の数量を削減し、小型化と
建設コスト削減、およびアライメント精度の向上を実現
する。
【解決手段】コンバインド発電装置３０において、パワ
ータービン２と蒸気タービン３のうちの、少なくとも熱
膨張量の大きいタービン（例えば蒸気タービン３）は、
その軸方向Ｌの一端が熱膨張起点１１として基礎部の上
面に固定され、軸方向Ｌの他端が熱膨張移動点１５とし
て基礎部の上面に対して軸方向Ｌにのみ移動可能に配置
されている。そして、熱膨張移動点１５の移動による応
力がクラッチ装置７に及ぶことを防止する相対移動構造
Ａが設けられている。相対移動構造Ａは、例えば熱膨張
起点１１がタービン３のクラッチ装置７側に向けられ、
熱膨張移動点１５がタービン３のクラッチ装置７の反対
側に向けられた構造である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎部の上面に設置されたパワータービンと蒸気タービンの各々の出力軸がクラッチ装
置を介して連結可能なコンバインド動力装置であって、
　前記パワータービンおよび前記蒸気タービンのうちの、少なくとも熱膨張量の大きいタ
ービンは、その軸方向の一端が熱膨張起点として前記基礎部の上面に固定され、前記軸方
向の他端が熱膨張移動点として前記基礎部の上面に対して前記軸方向に移動可能に配置さ
れるとともに、
　前記熱膨張移動点の移動による応力が前記クラッチ装置に及ぶことを防止する相対移動
構造が設けられていることを特徴とするコンバインド動力装置。
【請求項２】
　前記熱膨張移動点は、前記基礎部の上面に対して前記軸方向に移動可能に設置された移
動台座の上に固定されていることを特徴とする請求項１に記載のコンバインド動力装置。
【請求項３】
　前記移動台座は、前記基礎部の上面との間に形成されて前記軸方向に沿うキー溝と、こ
のキー溝に嵌合されるキーとによって前記軸方向に移動可能とされ、前記キーは、前記軸
方向の長さが前記移動台座の前記軸方向に沿う寸法よりも短くされるとともに、前記キー
溝の内部で微小角度の回動が可能な回転中心を備え、前記軸方向に沿って離間して複数個
配置されていることを特徴とする請求項２に記載のコンバインド動力装置。
【請求項４】
　前記相対移動構造は、前記基礎部の上面に対して前記軸方向に移動可能に設置された移
動台座の上に、前記熱膨張移動点と前記クラッチ装置とが設置された構造であることを特
徴とする請求項１に記載のコンバインド動力装置。
【請求項５】
　前記相対移動構造において、前記熱膨張移動点は、可撓性支持部を介して前記基礎部の
上面に連結され、前記可撓性支持部は、前記熱膨張移動点を前記基礎部の上面に連結しな
がら前記軸方向に撓むことにより、前記熱膨張移動点の前記軸方向への移動を許容するも
のであることを特徴とする請求項１に記載のコンバインド動力装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載のコンバインド動力装置を搭載したことを特徴とする
船舶。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワータービンの出力軸と蒸気タービンの出力軸とがクラッチ装置を介して
連結され、各々のタービンの回転出力によって発電機等を駆動するように構成されたコン
バインド動力装置およびこれを搭載した船舶に関するものである。上記のクラッチ装置と
は、各タービンの回転速度に応じて嵌脱が行われるため、例えば、蒸気タービンの出力の
みによる発電機等の駆動、または蒸気タービンとパワータービンの合計出力による駆動が
可能なものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されているように、パワータービンと蒸気タービンとが同軸上に配置
され、これら各々のタービンの回転出力によって発電機を駆動するように構成されたコン
バインド発電装置において、蒸気タービンまたはパワータービンの一方を基礎部に固定さ
せ、他方を基礎部に対して軸方向に撓み自在に固定することにより、蒸気タービンおよび
パワータービンの熱膨張による軸方向への伸びを吸収するようにしたものが知られている
。
【０００３】
　あるいは、図１４に示す従来のコンバインド発電装置１００のように、基礎部１の上面
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にパワータービン２と蒸気タービン３の両方を固定させ、パワータービン２から延びる出
力軸４，５と、蒸気タービン３から延びる出力軸６との間をクラッチ装置７で連結し、出
力軸４と出力軸６とに、それぞれ軸方向Ｌの伸び縮みを許容する撓み継手８，９を設ける
ことにより、パワータービン２と蒸気タービン３の軸方向Ｌの熱膨張を吸収するようにし
たものがある。
【０００４】
　クラッチ装置７としては、一般にＳＳＳクラッチ（Synchro-Self-Shifting Clutch）と
呼ばれる自動嵌脱式クラッチが用いられるが、この自動嵌脱式クラッチは軸方向Ｌの熱膨
張吸収容量が小さい。このため、撓み継手８，９としては熱膨張吸収容量の大きいダイヤ
フラムカップリングが適している。なお、パワータービン２から延びる出力軸４，５の間
には、パワータービン２の回転速度を蒸気タービン３の回転速度に一致させるための減速
装置１０が設けられている。
【０００５】
　蒸気タービン３は、その車室の一端が熱膨張起点１１となっている。この熱膨張起点１
１としては、蒸気タービン３の反クラッチ装置７側の軸受支持部を例示することができる
。この熱膨張起点１１と、クラッチ７側の軸受支持部１２とが基礎部１に固定され、熱膨
張起点１１と軸受支持部１２との間に撓み継手９が設けられている。また、蒸気タービン
３には軸１３を介して発電機１４が連結されている。
【０００６】
　なお、図１４の軸受支持部１２等の支持部において、その先端に矢印があるものは軸の
回転と軸方向へ移動を許容しながら荷重を支持するもの、支持部の先端に矢印が無いもの
は軸方向への移動を許容しないで荷重を支持するものである。また、軸受支持部１２等の
支持部の基礎部１付近の○は、基礎部１に対する固定部分を意味するものである。
【０００７】
　このように構成されたコンバインド発電装置１００においては、パワータービン２の出
力軸４と蒸気タービン３の出力軸６の回転速度が減速装置１０を介して一致（シンクロ）
すると、クラッチ装置７が自動的に結合され、パワータービン２と蒸気タービン３の回転
出力によって発電機１４が駆動され、発電が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６－２５７４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１のコンバインド発電装置では、軸方向の熱膨張を考慮して、蒸気タービンま
たはパワータービンの一方が他方に対して軸方向に撓み自在に固定されているため、パワ
ータービンと蒸気タービンと発電機との軸方向のアライメントに誤差が発生する懸念があ
る。
【００１０】
　また、図１４に示す従来のコンバインド発電装置１００の場合は、出力軸４，６に撓み
継手８，９を介装することによって軸方向Ｌの熱膨張を吸収しているため、撓み継手８，
９を含む出力軸４，６が長くなり、コンバインド発電装置１００が大型化するとともに、
アライメント精度が低下してしまうという問題があった。
【００１１】
　さらに、撓み継手８，９を複数設置することでコストアップになることに加えて、図示
しない中間接続軸やその軸受等も必要であり、全体の部品点数が増大してしまう。また、
撓み継手８，９として高価なダイヤフラムカップリングが適用されることと相まって、コ
ンバインド発電装置の建設コストが高くなるという問題もあった。
　撓み継手８，９は、フレキシブル部分を保有し、熱膨張を吸収できる高価な継手である
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。撓み継手を１個に省略することで、コンパクト化と低コスト化が可能になるだけでなく
、パワータービン２と蒸気タービン３を設置する際の出力軸の回転芯合せ作業を容易化す
る効果を奏する。
【００１２】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、タービンの熱膨張による応
力がクラッチ装置に及ばないようにして撓み継手の数量を削減し、小型化と建設コスト削
減、およびアライメント精度の向上を実現することのできるコンバインド動力装置および
これを搭載した船舶を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明のコンバインド動力装置は以下の手段を採用する。
【００１４】
　即ち、本発明に係るコンバインド動力装置は、基礎部の上面に設置されたパワータービ
ンと蒸気タービンの各々の出力軸がクラッチ装置を介して連結可能なコンバインド動力装
置であって、前記パワータービンおよび前記蒸気タービンのうちの、少なくとも熱膨張量
の大きいタービンは、その軸方向の一端が熱膨張起点として前記基礎部の上面に固定され
、前記軸方向の他端が熱膨張移動点として前記基礎部の上面に対して前記軸方向に移動可
能に配置されるとともに、前記熱膨張移動点の移動による応力が前記クラッチ装置に及ぶ
ことを防止する相対移動構造が設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　上記構成によれば、二種のタービンのうち、少なくとも熱膨張量の大きいタービンが軸
方向に熱膨張した場合に、当該タービンの熱膨張起点は基礎部に対して動かず、熱膨張移
動点は基礎部に対して軸方向に移動する。その時、相対移動構造により、熱膨張移動点の
移動による応力がクラッチ装置に及ぶことが防止される。
【００１６】
　このため、タービンの熱膨張を吸収するための撓み継手の数量を削減することができ、
これによってコンバインド動力装置を軸方向に短縮して小型化するとともに、その建設コ
ストを削減することができる。
【００１７】
　なお、前記相対移動構造として、前記熱膨張起点を前記タービンの前記クラッチ装置側
に設け、前記熱膨張移動点を前記タービンの前記クラッチ装置の反対側に設けることが考
えられる。こうすれば、タービンが軸方向に熱膨張した場合に、当該タービンの軸方向寸
法が伸びる方向が反クラッチ装置側の方向となるため、撓み継手を設けることなく、簡素
で安価な構造により、タービンの熱膨張を吸収し、熱膨張による応力がクラッチ装置に及
ぶことを防止することができる。
　しかも、タービンとクラッチ装置との間に撓み継手を設けなくてもよいことから、ター
ビンとクラッチ装置との間の軸長を短くすることができ、これによって芯ずれが起こりに
くくなるため、アライメント精度を向上させることができる。
【００１８】
　また、本発明に係るコンバインド動力装置は、上記構成において、前記熱膨張移動点は
、前記基礎部の上面に対して前記軸方向に移動可能に設置された移動台座の上に固定され
ていることを特徴とする。
【００１９】
　上記構成によれば、タービンが軸方向に熱膨張した場合には、当該タービンの熱膨張移
動点が移動台座により基礎部の上面を軸方向に、且つクラッチ装置の反対側に移動し、こ
れによってタービンの熱膨張がスムーズに吸収され、熱膨張に伴う応力がクラッチ装置に
及ぶことが防止される。
【００２０】
　また、本発明に係るコンバインド動力装置は、上記構成において、前記移動台座は、前
記基礎部の上面との間に形成されて前記軸方向に沿うキー溝と、このキー溝に嵌合される
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キーとによって前記軸方向に移動可能とされ、前記キーは、前記軸方向の長さが前記移動
台座の前記軸方向に沿う寸法よりも短くされるとともに、前記キー溝の内部で微小角度の
回動が可能な回転中心を備え、前記軸方向に沿って離間して複数個配置されていることを
特徴とする。
【００２１】
　上記構成によれば、タービンの熱を受けて移動台座やキー、キー溝が熱膨張して僅かに
変形したとしても、キーがキー溝の内部で微小角度回動することにより、上記の変形が吸
収される。したがって、簡素な構造により、アライメント精度を向上させることができる
。
【００２２】
　また、本発明に係るコンバインド動力装置は、上記構成において、前記相対移動構造は
、前記基礎部の上面に対して前記軸方向に移動可能に設置された移動台座の上に、前記熱
膨張移動点と前記クラッチ装置とが設置された構造であることを特徴とする。
【００２３】
　上記構成によれば、タービンが軸方向に熱膨張した場合、当該タービンの熱膨張移動点
とクラッチ装置とが、共に移動台座の上に載った状態で基礎部の上面を軸方向に移動する
。このため、タービンの熱膨張移動点とクラッチ装置との間に相対移動がない。
　したがって、タービンとクラッチ装置との間に撓み継手を設ける必要がなく、撓み継手
を削減できることから、コンバインド動力装置を軸方向に短縮し、小型化するとともに、
その建設コストを削減することができる。
【００２４】
　また、本発明に係るコンバインド動力装置は、前記相対移動構造における前記熱膨張移
動点は、可撓性支持部を介して前記基礎部の上面に連結され、前記可撓性支持部は、前記
熱膨張移動点を前記基礎部の上面に連結しながら前記軸方向に撓むことにより、前記熱膨
張移動点の前記軸方向への移動を許容するものであることを特徴とする。
【００２５】
　上記構成によれば、タービンが軸方向に熱膨張した場合には、可撓性支持部が軸方向に
沿って撓むことにより、当該タービンの熱膨張移動点が基礎部の上面を軸方向に、且つク
ラッチ装置の反対側に移動し、熱膨張が吸収される。
　可撓性支持部は可撓性のある板材等によって非常に簡素に形成できるため、コンバイン
ド動力装置の建設コストを低減するとともに、高い信頼性を得ることができる。
　しかも、可撓性支持部はタービンの軸方向に撓むため、可撓性支持部が撓むことにより
タービンの軸方向のアライメントに誤差が発生する虞がなく、アライメント精度を向上さ
せることができる。
【００２６】
　また、本発明に係る船舶は、上記のいずれかのコンバインド動力装置を搭載したことを
特徴とする。
【００２７】
　この船舶によれば、コンバインド動力装置におけるタービンの熱膨張による応力がクラ
ッチ装置に及ばないため、タービンとクラッチ装置との間に撓み継手を設けなくてもよい
。
　これにより、コンバインド動力装置の軸方向寸法が短縮されるため、船体内部のスペー
ス占有率が小さくて済む。このため、船体内のレイアウト性が良くなり、設計の自由度を
高めることができる。
　しかも、コスト的に高価な撓み継手の数量を削減できるため、コンバインド動力装置の
価格、ひいては船体の価格を安くすることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上のように、本発明に係るコンバインド動力装置によれば、タービンの熱膨張による
応力がクラッチ装置に及ばないようにして撓み継手の数量を削減し、小型化と建設コスト
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削減、およびアライメント精度の向上を実現することができる。
【００２９】
　また、本発明に係るコンバインド動力装置を搭載した船舶によれば、タービンの熱膨張
による応力がクラッチ装置に及ばないため、タービンとクラッチ装置との間に設ける撓み
継手を削減し、コンバインドサイクル発電装置の軸方向寸法を短縮して船体内のレイアウ
ト性および設計の自由度を向上させるとともに、船体価格を安くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係るコンバインド動力装置が適用された船舶の発電系統の概略構成図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。
【図３】本発明の第１実施形態を示すコンバインド発電装置の平面図である。
【図４】基礎部と移動台座を示す斜視図である。
【図５】本発明の第２実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。
【図６】蒸気タービンと可撓性支持部を示す側面図である。
【図７】蒸気タービンと可撓性支持部を示す平面図である。
【図８】本発明の第３実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。
【図９】本発明の第４実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。
【図１０】キーとキー溝の第１実施例を示す平面図である。
【図１１】キーとキー溝の第２実施例を示す平面図である。
【図１２】本発明の第５実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。
【図１３】本発明の第５実施形態を示すコンバインド発電装置の平面図である。
【図１４】従来の技術を示すコンバインド発電装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に、本発明に係るコンバインド動力装置の複数の実施形態について、図面を参照し
て説明する。
【００３２】
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明に係るコンバインド動力装置が発電装置として適用された船舶の発電系
統の概略構成図である。
　この発電系統２００は、船舶推進用のディーゼルエンジン２０３と、排気ターボ過給機
２０５と、パワータービン（ガスタービン）２と、蒸気タービン３と、排気ガス熱交換器
としての排ガスエコノマイザ２１１とを具備して構成されている。排気ターボ過給機２０
５は、タービン部２０５ａと、コンプレッサ部２０５ｂと、その間を連結する回転軸２０
５ｃとより構成されている。ディーゼルエンジン２０３からの出力は図示しないプロペラ
軸を介してスクリュープロペラに直接的または間接的に接続されている。
【００３３】
　また、ディーゼルエンジン２０３の各気筒のシリンダ部２１３の排気ポートは排気ガス
集合管としての排気マニホールド２１５に接続され、排気マニホールド２１５は、第１排
気管Ｌ１を介して排気ターボ過給機２０５のタービン部２０５ａの入口側と接続され、ま
た、排気マニホールド２１５は第２排気管Ｌ２（抽気通路）を介してパワータービン２の
入口側と接続されて、排気ガスの一部が、排気ターボ過給機２０５に供給される前に抽気
されてパワータービン２に供給されるようになっている。
【００３４】
一方、各シリンダ部２１３の給気ポートは給気マニホールド２１７に接続されており、給
気マニホールド２１７は、給気管Ｋ１を介して排気ターボ過給機２０５のコンプレッサ部
２０５ｂと接続している。また、給気管Ｋ１には空気冷却器（インタークーラ）２１９が
設置されている。
【００３５】
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　パワータービン２は、第２排気管Ｌ２を介して排気マニホールド２１５から抽気された
排気ガスによって回転駆動されるようになっており、また、蒸気タービン３は、排ガスエ
コノマイザ２１１によって生成された蒸気が供給されて回転駆動されるようになっている
。
【００３６】
　排ガスエコノマイザ２１１においては、排気ターボ過給機２０５のタービン部２０５ａ
の出口側から第３排気管Ｌ３を介して排出される排気ガスと、パワータービン２の出口側
から第４排気管Ｌ４を介して排出される排気ガスとが導入され、熱交換部２２１において
排気ガスの熱と給水管２２３を流れる水とが熱交換されて水から蒸気が発生する。
【００３７】
　このように排ガスエコノマイザ２１１で生成された蒸気は、第１蒸気管Ｊ１を介して蒸
気タービン３に導入され、また、該蒸気タービン３で仕事を終えた蒸気は第２蒸気管Ｊ２
によって排出されて図示しないコンデンサ（復水器）に導かれるようになっている。
【００３８】
　パワータービン２と蒸気タービン３は直列に結合され、軸１３を介して発電機１４を駆
動するようになっている。また、パワータービン２の出力軸４はクラッチ装置７（ＳＳＳ
クラッチ）を介して蒸気タービン９の出力軸６と連結されている。
【００３９】
　そして、パワータービン２と、蒸気タービン３と、クラッチ装置７と、減速装置１０と
、発電機１４とを含んでコンバインド発電装置３０（コンバインド動力装置）が構成され
ている。このコンバインド発電装置３０においては、船舶推進用のディーゼルエンジン２
０３の排気ガス（燃焼ガス）の排気エネルギーを動力として駆動されるようになっており
、排気エネルギーを効率良く回収することができる。
【００４０】
　図２は、本発明の第１実施形態を示すコンバインド発電装置３０の側面図であり、図３
は同じく平面図である。このコンバインド発電装置３０は、図１４に示す従来のコンバイ
ンド発電装置１００と同様に、基礎部１の上面に設置されたパワータービン２から減速装
置１０を介して回転が伝えられる出力軸４，５と、同じく基礎部１の上面に設置された蒸
気タービン３から延びる出力軸６との間がクラッチ装置７で連結され、これら二種のター
ビン２，３の合成出力によって発電機１４を駆動するように構成されている。なお、蒸気
タービン３と発電機１４との間を連結している軸１３には、その軸方向Ｌの伸縮を吸収可
能なカップリング等が介装されている。
【００４１】
　パワータービン２の回転速度は１５０００～２５０００ｒｐｍ程度である一方、蒸気タ
ービン３の回転速度は６０００～１２０００ｒｐｍ程度であり、両タービン２，３の回転
速度に差があるので、減速装置１０によりパワータービン２の出力軸４の回転速度を減速
し、両タービン２，３の回転速度を一致（シンクロ）させるようになっている。
【００４２】
　このコンバインド発電装置３０においては、例えばエンジン負荷が５０％程度でエンジ
ン排気からの回収熱によって生成した蒸気を蒸気タービン３に供給することで蒸気タービ
ン３の回転が開始され、蒸気タービン３の内部温度は３００℃程度に上昇する。エンジン
負荷が上昇し排気量が増加した場合に、エンジン排気の一部をパワータービン２に供給す
ることでパワータービン２の回転が開始され、パワータービン２の内部温度は４００℃～
５００℃程度に上昇する。
【００４３】
　パワータービン２と蒸気タービン３の熱膨張量を詳細に計測した結果、熱膨張量がより
大きいのは蒸気タービン３であり、その軸方向Ｌに沿う熱膨張量は数ミリ以上になる。パ
ワータービン２の軸方向Ｌに沿う熱膨張量は、蒸気タービン３の１/２～１/５以下と比較
的小さいことが判明しており、故に蒸気タービン３の出力軸６の熱膨張量吸収が重要であ
る。
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【００４４】
　蒸気タービン３は、その軸方向Ｌの一端が熱膨張起点１１として基礎部１の上面に固定
されている。この熱膨張起点１１としては、蒸気タービン３のクラッチ装置７側の軸受支
持部を例示することができる。
【００４５】
　また、蒸気タービン３の軸方向Ｌの他端が熱膨張移動点１５となっており、基礎部１の
上面に対して軸方向Ｌに移動可能に配置されている。この熱膨張移動点１５としては、蒸
気タービン３の反クラッチ装置７側の軸受支持部を例示することができる。
【００４６】
　そして、蒸気タービン３が熱膨張した際に、その熱膨張移動点１５が軸方向Ｌに移動し
ても、クラッチ装置７に応力が及ぶことが無いように、相対移動構造Ａが設けられている
。この相対移動構造Ａは、熱膨張起点１１を蒸気タービン３のクラッチ装置７側に向け、
熱膨張移動点１５を蒸気タービン３のクラッチ装置７の反対側に向けた構造となっている
。
【００４７】
　熱膨張移動点１５は、支持部１６を介して移動台座１７の上に固定されている。移動台
座１７は、基礎部１の上面に対して軸方向Ｌに移動可能に設置されている。図４に示すよ
うに、移動台座１７は、その両辺部１７ａが複数の段付ボルト１８によって基礎部１の上
面に締結され、基礎部１の上面からの浮き上がりを防止されている。
【００４８】
　段付ボルト１８には、その頭部に続く段部１８ａが設けられている。段部１８ａの外径
はネジ部１８ｂの外径よりも大きく、段部１８ａの長さは両辺部１７ａの厚みよりも僅か
に長くされている。このため、段付ボルト１８が基礎部１に締め込まれても、その締結力
は両辺部１７ａに加わらない。
【００４９】
　また、両辺部１７ａに穿設されているボルト穴１７ｂは、軸方向Ｌに沿う長穴であり、
段付ボルト１８の段部１８ａが挿通可能な内幅を持っている。このため、移動台座１７は
、ボルト１８の段部１８ａがボルト穴１７ｂの中を相対移動できる分だけ、基礎部１の上
面を軸方向Ｌにスライドすることができ、支持部１６を介して熱膨張移動点１５を軸方向
Ｌに移動させることができる。なお、段付ボルト１８の代わりに、段部１８ａと同じ長さ
の筒状スペーサーを環装したボルトを用いてもよい。
【００５０】
　さらに、移動台座１７は、基礎部１の上面との間に形成されて軸方向Ｌに沿うキー溝２
０と、このキー溝２０に嵌合されるキー２１とにより、軸方向Ｌに移動可能となるようガ
イドされている。キー２１は移動台座１７のＬ方向全長に近い長さを所有してもよいし、
複数に分割されていてもよい。
【００５１】
　以上のように構成されたコンバインド発電装置３０は、上記のように、蒸気タービン３
の熱膨張起点１１がクラッチ装置７側に向けられて基礎部１の上面に固定され、蒸気ター
ビン３の熱膨張移動点１５がクラッチ装置７の反対側に向けられるとともに基礎部１の上
面に対して軸方向Ｌにのみ移動可能に設置された移動台座１７の上に固定された相対移動
構造Ａを備えている。
【００５２】
　このため、蒸気タービン３が軸方向Ｌに沿って熱膨張した場合に、蒸気タービン３の熱
膨張起点１１は基礎部１に対して動かず、熱膨張移動点１５の方が移動台座１７と共に基
礎部１に対して軸方向Ｌにスムーズに移動する。この時、熱膨張移動点１５の移動方向（
蒸気タービン３の軸方向寸法が伸びる方向）がクラッチ装置７から離れる方向（発電機１
４側）となるため、熱膨張による応力がクラッチ装置７に及ばない。
【００５３】
　このため、従来のように、蒸気タービン３の熱膨張を吸収するために蒸気タービン３と
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クラッチ装置７との間に撓み継手を設ける必要がなくなり、撓み継手の数量を削減するこ
とができる。したがって、簡素で安価な構造により、蒸気タービン３の熱膨張をスムーズ
に吸収でき、コンバインド発電装置３０を軸方向Ｌに短縮して小型化するとともに、その
建設コストを大幅に削減することができる。
【００５４】
　しかも、蒸気タービン３とクラッチ装置７との間に撓み継手を設けなくてもよいことか
ら、蒸気タービン３とクラッチ装置７との間の軸長を短くすることができ、これによって
芯ずれが起こりにくくなるため、コンバインド発電装置３０のアライメント精度を格段に
向上させることができる。
【００５５】
　なお、この第１実施形態では、蒸気タービン３の熱膨張移動点１５が移動台座１７上に
固定される一方、発電機１４は基礎部１の上面に固定されており、蒸気タービン３と発電
機１４との間を連結する軸１３に軸方向Ｌの伸縮を吸収可能なカップリング等が介装され
ているが、例えば移動台座１７を発電機１４側に延長し、発電機１４を移動台座１７の上
に載置する構成にして、軸１３の伸縮構造を省く、というような変更を加えてもよい。
【００５６】
〔第２実施形態〕
　図５は、本発明の第２実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。このコン
バインド発電装置４０において、図２に示す第１実施形態のコンバインド発電装置３０と
同一構成の部分には、同一の符合を付して説明を省略する。
【００５７】
　この第２実施形態のコンバインド発電装置４０は、第１実施形態と同様な相対移動構造
Ａを備えている。即ち、蒸気タービン３の熱膨張起点１１がクラッチ装置７側に向けられ
、熱膨張移動点１５がクラッチ装置７の反対側に向けられている。
【００５８】
　第１実施形態（図２参照）においては、蒸気タービン３の熱膨張移動点１５が支持部１
６を介して移動台座１７の上に固定され、基礎部１の上面を軸方向Ｌに沿って移動するよ
うになっていたが、この第２実施形態のコンバインド発電装置４０においては、蒸気ター
ビン３の熱膨張移動点１５が可撓性支持部２３を介して基礎部１の上面に連結されており
、移動台座１７は設けられていない。
【００５９】
　可撓性支持部２３は、熱膨張移動点１５を基礎部１の上面に連結しながら、軸方向Ｌに
のみ撓むことにより、熱膨張移動点１５の軸方向Ｌへの移動を許容するものである。具体
的には、図６および図７に示すように、可撓性支持部２３は、例えば高張力鋼材等により
形成され、軸方向Ｌに直交する面に沿う板状の部材であり、その下端部が基礎部１の上面
に固定され、上端部が蒸気タービン３の熱膨張移動点１５付近に連結されている。
【００６０】
　蒸気タービン３が熱膨張していない時は、図６中に実線で示すように、可撓性支持部２
３が鉛直な姿勢で熱膨張移動点１５を支えている。また、蒸気タービン３が熱膨張して熱
膨張移動点１５が軸方向Ｌに沿って反クラッチ装置７側に移動すると、可撓性支持部２３
が図６中に符号２３ａで示すように軸方向Ｌに沿って撓み、熱膨張移動点１５の移動を吸
収する。
【００６１】
　可撓性支持部２３は可撓性のある板材等によって非常に簡素に形成できるため、コンバ
インド発電装置４０の建設コストを一段と低減させるとともに、高い信頼性を得ることが
できる。
【００６２】
　しかも、可撓性支持部２３は軸方向Ｌにのみ撓むため、可撓性支持部２３が撓むことに
より軸方向Ｌのアライメントに誤差が発生する虞がなく、アライメント精度を向上させる
ことができる。
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【００６３】
　なお、蒸気タービン３が熱膨張していない時における可撓性支持部２３の形状を図６中
に符号２３ｂで示すように蒸気タービン３側に撓んだ姿勢とし、蒸気タービン３が熱膨張
して熱膨張移動点１５が軸方向Ｌに沿って反クラッチ装置７側に移動した時に可撓性支持
部２３が鉛直な姿勢に変形するようにしてもよい。
【００６４】
〔第３実施形態〕
　図８は、本発明の第３実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。このコン
バインド発電装置５０は、第１および第２実施形態のコンバインド発電装置３０，４０と
は異なる相対移動構造Ｂを備えている。
【００６５】
　相対移動構造Ｂは、蒸気タービン３の熱膨張起点１１と熱膨張移動点１５との、軸方向
Ｌに沿う位置関係が、第１および第２実施形態のコンバインド発電装置３０，４０の相対
移動構造Ａとは逆になっている。つまり、熱膨張移動点１５がクラッチ装置７の側に向け
られている。
【００６６】
　基礎部１の上面には、移動台座２５が軸方向Ｌに移動可能に設置されている。この移動
台座２５は、第１実施形態における移動台座１７（図２参照）よりも軸方向Ｌに沿って長
いものとなっているが、基礎部１の上面に段付きボルト１８で設置される構成（図４参照
）や、基礎部１に対してキー溝２０とキー２１とを用いて軸方向Ｌに沿って移動できるよ
うにされる構成等は、第１実施形態と同様である。
【００６７】
　そして、この移動台座２５の上に、蒸気タービン３の熱膨張移動点１５が支持部１６を
介して固定されている。蒸気タービン３の熱膨張起点１１は基礎部１の上面に固定されて
いる。また、クラッチ装置７と、減速装置１０とが移動台座２５の上に設置されている。
そして、これらの各部材１５，７，１０が移動台座２５と共に基礎部１の上面を軸方向Ｌ
に沿って移動できるようになっている。一方、パワータービン２は移動台座２５の上では
なく、基礎部１の上面に固定されている。
【００６８】
　このように構成されたコンバインド発電装置５０において、蒸気タービン３が軸方向Ｌ
に沿って熱膨張すると、蒸気タービン３の熱膨張起点１１は基礎部１に対して不動である
一方、熱膨張移動点１５、クラッチ装置７、減速装置１０等が、移動台座２５と一体とな
って軸方向Ｌに沿って蒸気タービン３から離れる方向に移動する。そして、この移動が撓
み継手８によって吸収される。このため、熱膨張移動点１５とクラッチ装置７との間に相
対移動が発生せず、熱膨張による応力がクラッチ装置７に及ばない。
【００６９】
　したがって、蒸気タービン３とクラッチ装置７との間に撓み継手を設ける必要がなく、
このように撓み継手を削減できることから、コンバインド発電装置５０を軸方向に短縮し
、小型化およびアライメント精度の向上を図るとともに、その建設コストを削減すること
ができる。また、蒸気タービン３と発電機１４との間を接続する軸１３には蒸気タービン
３の熱膨張が及ばないため、図２に示すような伸縮可能なカップリングを省略することが
できる。
【００７０】
〔第４実施形態〕
　図９は、本発明の第４実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図である。このコン
バインド発電装置６０は、第３実施形態のコンバインド発電装置５０に比べて、その移動
台座２６の軸方向Ｌに沿う寸法が、第３実施形態の移動台座２５よりも長くなっている。
【００７１】
　第３実施形態では、移動台座２５の上に蒸気タービン３の熱膨張移動点１５とクラッチ
装置７とパワータービン２減速装置１０等が設置されていたが、この第４実施形態におい
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ては、パワータービン２と撓み継手８も移動台座２６の上面に設置されている。その他の
構成は第３実施形態と同様である。
【００７２】
　このコンバインド発電装置６０において、蒸気タービン３が熱膨張すると、その熱膨張
移動点１５とクラッチ装置７と減速装置１０と撓み継手８とパワータービン２とが移動台
座２６と共に軸方向Ｌに沿って移動する。このため、蒸気タービン３の熱膨張による応力
がクラッチ装置７およびパワータービン２に加わらない。
【００７３】
　したがって、第３実施形態と同様に、蒸気タービン３とクラッチ装置７との間に撓み継
手を設ける必要がなく、コンバインド発電装置６０を従来よりも軸方向に短縮し、小型化
およびアライメント精度の向上を図るとともに、その建設コストを削減することができる
。
【００７４】
　特に、蒸気タービン３の熱膨張移動点１５とパワータービン２とが移動台座２６の上に
固定されていて互いに相対移動しないため、パワータービン２の熱膨張を吸収するための
撓み継手８が、蒸気タービン３の熱膨張の影響を受けない。このため、撓み継手８の熱伸
び吸収量を、第３実施形態のコンバインド発電装置５０と比較して小さくして、撓み継手
８を比較的簡易（安価）な構造のものにすることができる。
【００７５】
　しかしながら、移動台座２６の上に設置される機材類の重量が大きくなることから、移
動台座２６が基礎部１の上をスムーズにスライドしない場合がある。これを解決するべく
、図１０に示すように、キー２１は、その長さが移動台座１７の軸方向Ｌに沿う寸法より
も格段に短くされるとともに、キー溝２０の内部で微小角度の回動が可能な回転中心２１
ｃを備え、軸方向Ｌに沿って離間して複数個配置されている。
【００７６】
　より具体的には、各キー２１は、平面視で、その四隅に面取り２１ａ、もしくはＲ面取
り２１ｂが施されており、キー溝２０の内部で回転中心２１ｃを中心に僅かに回動するこ
とができる。そして、このようなキー２１が、キー溝２０の内部に複数個、軸方向Ｌに沿
って離間して配置されている。キー溝２０とキー２１との間には、グリス等の高粘度な液
体を封入しておくのが好ましい。なお、キー溝２０は、移動台座１７の全長に亘って形成
してもよいが、図１１に示すように、キー２１を嵌合できるだけの短いキー溝２０を軸方
向Ｌに沿って分散させて形成してもよい。
【００７７】
　このようなキー２１を介して移動台座２６を基礎部１の上に設置することにより、移動
台座２６の重量が大きくても、基礎部１の上をスムーズにスライドさせることができる。
また、蒸気タービン３の熱を受けて移動台座２６やキー溝２０、キー２１等が熱膨張して
僅かに変形したとしても、各キー２１がキー溝２０の内部で微小角度回動することにより
、上記の熱変形が吸収される。したがって、簡素な構造により、コンバインドサイクル発
電装置６０のアライメント精度を向上させることができる。
【００７８】
　なお、上記のように、キー２１に、キー溝２０の内部で微小角度の回動が可能な回転中
心２１ｃを設けることは、第１～第３実施形態のコンバインド発電装置３０，４０，５０
にも適用することができる。
【００７９】
〔第５実施形態〕
　図１２は、本発明の第５実施形態を示すコンバインド発電装置の側面図であり、図１３
は同じく平面図である。このコンバインド発電装置７０は、図２に示す第１実施形態のコ
ンバインド発電装置３０を変形させたものである。即ち、第１実施形態のコンバインド発
電装置３０では、パワータービン２と蒸気タービン３とが直列に配置された構成であった
が、このコンバインド発電装置７０は、パワータービン２と蒸気タービン３とが並列に配
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置されている。その他の構成は第１実施形態のコンバインド発電装置３０と同一であるた
め、各部に同一符号を付して説明を省略する。
【００８０】
　このように、構成されたコンバインド発電装置７０は、第１実施形態のコンバインド発
電装置３０と同様に、蒸気タービン３の熱膨張による軸方向Ｌへの熱伸びが移動台座１７
の移動により吸収されるため、蒸気タービン３とクラッチ装置７との間に撓み継手を設け
なくてもよく、これにより蒸気タービン３とクラッチ装置７との間の軸長を短くすること
ができる。そして、パワータービン２と蒸気タービン３とが並列に配置されていることと
相まって、コンバインド発電装置７０の軸方向Ｌに沿う寸法を大幅にコンパクト化すると
ともに、アライメント精度を向上させることができる。
【００８１】
　以上のように、本発明に掛かるコンバインド動力装置によれば、タービンの熱膨張によ
る応力がクラッチ装置に及ばないようにして撓み継手の数量を削減し、主に軸方向への小
型化と、建設コストの削減、およびアライメント精度の向上を実現することができる。
【００８２】
　また、本発明に掛かるコンバインド動力装置を船舶に搭載することにより、コンバイン
ド動力装置の軸方向寸法が短縮されるため、船体内部のスペース占有率が小さくて済む。
その結果、船体内のレイアウト性が良くなり、各部の設計自由度を高めることができる。
【００８３】
　しかも、コスト的に高価な撓み継手の数量を削減できるため、船体の建造コストを安く
することができる。さらに、コンバインド動力装置の軸方向寸法を短縮できることから、
アライメント精度を向上させることができ、これによって回転振動の発生を抑制し、船舶
の乗り心地や静粛性を向上させることができる。
【００８４】
　なお、本発明は、上記の第１～第５実施形態の構成のみに限定されるものではなく、本
発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更や改良を加えることができ、このように
変更や改良を加えた実施形態も本発明の権利範囲に含まれるものとする。
【００８５】
　例えば、上記の各実施形態では、パワータービン２と蒸気タービン３のうち、より熱膨
張量の大きい蒸気タービン３に本発明を適用した例について説明したが、パワータービン
２についても同様に本発明を適用することができる。
【符号の説明】
【００８６】
１　基礎部
２　パワータービン
３　蒸気タービン
４，５，６　出力軸
７　クラッチ装置
８，９　撓み継手
１１　熱膨張起点
１４　発電機
１５　熱膨張移動点
１７，２５，２６　移動台座
２０　キー溝
２１　キー
２１ａ　面取り
２１ｂ　Ｒ面取り
２１ｃ　回転中心
２３　可撓性支持部
３０，４０，５０，６０，７０　コンバインド発電装置（コンバインド動力装置）
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Ａ，Ｂ　相対移動構造
Ｌ　タービンの軸方向
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